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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の突起を有する第１の振動部材と、
　第２の突起を有する第２の振動部材と、
　前記第１の振動部材の、前記第１の突起が突出する側に設けられた電気―機械エネルギ
ー変換素子と、
を有し、
　前記第１の振動部材の、前記第１の突起が突出する側の反対側の面と、前記第２の振動
部材の、前記第２の突起が突出する側の反対側の面は、直接的に又は間接的に接合されて
いる振動体。
【請求項２】
　前記第１の振動部材は、前記第１の突起が突出する側に突出した第３の突起を有し、
　前記第２の振動部材は、前記第２の突起が突出する側に突出した第４の突起を有する請
求項１に記載の振動体。
【請求項３】
　前記第１の突起と前記第２の突起は、前記第１の突起が突出する方向から見たときに、
前記第１の突起が突出する方向に垂直な方向において重なる位置にある請求項１または２
に記載の振動体。
【請求項４】
　前記第２の突起の中心は、前記第１の突起が突出する方向から見たときに、前記第１の
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突起が突出する方向に垂直な方向において、前記第１の突起の中心と前記第３の突起の中
心の間にある請求項２に記載の振動体。
【請求項５】
　前記第２の突起は、前記第１の突起が突出する方向から見たときに、前記第１の突起が
突出する方向に垂直な方向において、前記第１の突起と前記第３の突起の間にある請求項
２に記載の振動体。
【請求項６】
　前記第１の突起は、第１の壁部と、前記第１の突起の先端にある第１の接触部と、を有
し、
　前記第２の突起は、第２の壁部と、前記第２の突起の先端にある第２の接触部と、を有
する請求項１乃至５のいずれか１項に記載の振動体。
【請求項７】
　前記第３の突起は中空構造であり、第３の壁部を有し、
　前記第１の壁部の一部と前記第２の壁部の一部は、前記第１の突起が突出する方向から
見たときに、前記第１の突起が突出する方向に垂直な方向において重なる位置にあり、前
記第２の壁部の一部と前記第３の壁部の一部は重なる位置にある請求項６に記載の振動体
。
【請求項８】
　前記第１の振動部材は接着剤を挟んで前記第２の振動部材に固定される請求項１乃至７
のいずれか１項に記載の振動体。
【請求項９】
　前記第１の振動部材と前記第２の振動部材の間に支持部材を有する請求項１乃至７のい
ずれか１項に記載の振動体。
【請求項１０】
　前記第１の突起及び前記第２の突起は、それぞれプレス加工によって形成されている請
求項１乃至９のいずれか１項に記載の振動体。
【請求項１１】
　前記第１の振動部材及び前記第２の振動部材は、それぞれ環状である請求項１乃至１０
のいずれか１項に記載の振動体。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の振動体と、前記振動体と接する被駆動体を有
する振動型駆動装置。
【請求項１３】
　前記被駆動体が、前記電気―機械エネルギー変換素子に交番電圧が印加されることで駆
動される請求項１２に記載の振動型駆動装置。
【請求項１４】
　アームと、
　前記アームに接続された関節部を有し、
　前記関節部は請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の振動体を有するロボット。
【請求項１５】
　像担持体と、
　前記像担持体に向き合って設けられた搬送ベルトと、
　前記像担持体を回転駆動するよう構成された請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の
振動体と、
を有する画像形成装置。
【請求項１６】
　像担持体と、
　前記像担持体に向き合って設けられた搬送ベルトと、
　前記搬送ベルトを駆動するよう構成された請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の振
動体と、



(3) JP 6602041 B2 2019.11.6

10

20

30

40

50

を有する画像形成装置。
【請求項１７】
　撮像装置と、前記撮像装置が据え付けられた回転台と、前記回転台を駆動するよう構成
された請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の振動体を有する振動型駆動装置と、を有
する雲台装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の一様態は、振動型駆動装置、例えば、振動体に移動体を接触させ摩擦駆動する
いわゆる振動波モータに用いる振動体に関する。また、本発明の他の様態は、前記振動体
を有する振動型駆動装置、画像形成装置、ロボット、または撮像装置やセンサを備えた雲
台装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　振動波モータは低速・大トルクなどの特徴から、例えば一眼レフカメラの撮影レンズに
おけるオートフォーカスの駆動用モータとして実用化されているが、近年、さらに生産性
向上とローコスト化が求められている。このような課題に対し、振動体を構成する振動部
材の製造に板材のプレス加工を用いた振動波モータが特許文献１および特許文献２に提案
されている。
【０００３】
　文献１にはプレス加工により形成した振動体とこれに加圧手段を介して加圧接触する接
触体を有し、振動体と接触体を相対移動させる構成が示されている。
【０００４】
　文献２において、円板状の振動部材は、振動部材に生じる振動の中立面を境として両側
に突出するように曲げ加工された第１の突出部と第２の突出部を、振動部材の駆動部とし
て複数備える。そして、それぞれの突出部は振動体の両面側に配置する第１の接触体及び
第２の接触体に接触し、振動体と接触体を相対移動させる構成である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平８－２９８７９２号公報
【特許文献２】特許第４３５０２０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　振動波モータは、ローコスト化と同時に高トルク化が求められる。高トルク化するには
、振動体と接触体間の押圧力であるモータ加圧力を高め、摩擦面で生じる摩擦力を増大す
る必要がある。しかし、このままでは接触部の面圧が高くなり振動型駆動装置の耐久性が
低下するから、摩擦面の面積を増やす仕組みが必要となる。
【０００７】
　接触面の面積とは、振動体の突起が有するすべての摩擦面の面積の総和であり、上記文
献では一枚の板材からなる振動部材の裏表両面に突出部を成形するため、接触面積を十分
広く取ることができなかった。
【０００８】
　これと同時に振動部材が薄板であるため、高トルク仕様の高いモータ加圧力下において
は、振動部材がモータ加圧力や摩擦力で弾性変形してしまい、接触体に駆動力を十分に伝
達することができなかった。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　そこで、本願発明の一様態は、第１の突起を有する第１の振動部材と、第２の突起を有
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する第２の振動部材と、前記第１の振動部材の、前記第１の突起が突出する側に設けられ
た電気―機械エネルギー変換素子と、を有し、前記第１の振動部材の、前記第１の突起が
突出する側の反対側の面と、前記第２の振動部材の、前記第２の突起が突出する側の反対
側の面は、直接的に又は間接的に接合されている振動体に関する。
【発明の効果】
【００１０】
　振動体の裏表両面に従来よりも多数の突起を有しているため、摩擦面の面積を増やすこ
とができる。そのため、少なくとも高トルク化及び高耐久化の片方、またはそれらを同時
に達成する振動型駆動装置を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第一の実施の形態の振動体の一例の斜視図
【図２】本発明の振動型駆動装置の一例を示す図
【図３】本発明の第一の実施の形態の振動部の一例の断面図
【図４】振動部の製造方法の一例を説明する図
【図５】中間リングを加えた振動体の一例の断面図
【図６】振動体の曲げ剛性むらを改善する一例
【図７】振動体の曲げ剛性むらを改善する一例
【図８】第一の実施の形態の変形例である振動体の斜視図
【図９】第一の実施の形態の変形例である振動体の断面図
【図１０】支持部材を加えた振動体の一例の断面図
【図１１】第三の実施の形態における振動体の適用例を説明する図
【図１２】第三の実施の形態における振動体の適用例を説明する図
【図１３】第三の実施の形態における振動体の適用例を説明する図
【図１４】第三の実施の形態における振動体の適用例を説明する図
【図１５】第三の実施の形態における振動体の適用例を説明する図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　（第一の実施の形態）
　図１、図３に本発明の第一の実施の形態の振動体の一例を、図２に本実施の形態の振動
子を有する振動型駆動装置の一例を示す。図１は振動体１の斜視図である。振動体１は、
複数の振動部材２ａ、２ｂからなる振動部３と電気－機械エネルギー変換素子である圧電
素子６を有する。ここでは、振動部３と圧電素子６が環状の例を示す。振動部材は、先端
の摩擦面ｆｓが駆動方向（周方向）に間隔をあけて並んだ、筒状の突起４を有する。筒状
とは、高さ方向に垂直な断面が、円形、楕円形の場合だけでなく、多角形や角の丸い多角
形の場合も含む。摩擦面の先には不図示の接触体が配置され、振動体１と接触体には、加
圧機構によって、摩擦面の法線方向に加圧力が付与される。
【００１３】
　振動型駆動装置３０は、振動体１と、振動体１によって駆動される被駆動体３１と、振
動体と被駆動体３１に対し加圧力を印加する加圧部材３２と、振動体１及び被駆動体３１
の中心を通るシャフト３３と、を有する。図２では、加圧部材の例として板ばねを有する
振動型駆動装置を示す。被駆動体３１は、突起４と加圧接触し、例えば、振動体１の電極
に交番電圧が印加されることで突起４に生成される楕円運動によって駆動される。よって
、突起４と被駆動体の接触部との相対位置が駆動方向に変化する。ここで、駆動方向とは
、振動体１の駆動によって被駆動体と振動体１が相対移動する方向であり、本実施の形態
では、図１のθ方向（円周方向）を指す。
【００１４】
　図３は振動体１を詳細に説明するために図１の振動部３の断面を拡大したものである。
ここでは、振動部３は２つの振動部材２、すなわち第１の振動部材２ａ及び第２の振動部
材２ｂを有し、突起を有する面と反対側の面がそれぞれ対向するように重ねられている。
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【００１５】
　すなわち、本実施の形態において、振動体１は、以下のように構成されている。振動体
１は、第１の振動部材２ａと第２の振動部材２ｂ、及び第１の振動部材に固定された電気
―機械エネルギー変換素子である圧電素子６を有する。第１の振動部材２ａは、第１の突
起４を有する第１の面とその反対の面である第２の面を有し、第２の振動部材は、第２の
突起４を有する第３の面と、その反対側の面である第４の面を有する。第１の突起４は、
第１の面から、第１の面に垂直な方向成分（図３における＋Ｚ方向）を有する方向に突出
し、第２の突起４は、第３の面から、第３の面に垂直な方向成分（図３における－Ｚ方向
）を有する方向に突出する。第１の振動部材２ａ及び第２の振動部材２ｂは、第２の面と
第４の面が互いに向かい合うように貼り合わされている。
【００１６】
　圧電素子６は突起よりも内周側に配置され、不図示の電極パターンに交番信号が印加さ
れることにより、周方向に複数の山をもつ曲げ振動が振動部３に発生する。この曲げ振動
は、振動部に微小楕円運動を形成し、接触体を相対的に移動させる。突起４は楕円運動の
振幅を拡大し、突起４の高さがあるほどより高回転駆動の振動型駆動装置が得られる。
【００１７】
　このとき、本実施の形態の振動体は、振動体の上下面に配置される突起４の両方の接触
面から出力を取り出し可能な構成である。したがって、突起の数が多く摩擦力を生じる接
触面積がトータルで広いほど、各接触面にかかる負担は軽減され高耐久化が可能となる。
本発明では、突起を形成する面を振動部材の片側の面のみとするため、１つの振動部材の
両側の面に突起を形成する場合と比べて、突起を高密度で形成することが可能であり高耐
久化に有利となる。
【００１８】
　次に突起の製造方法について説明する。振動部材２と突起４は一体的にプレス加工で成
形することができる。具体的には、径方向にある幅をもつ部材、ここではリング状の板材
を用意し、厚さ方向に絞り加工を施して元の部材（素材）の板厚よりも高い突起４を形成
している。この加工方法では、突起４を中空構造にすることができるため、高さを稼ぎや
すい構造である。また、突起４の先端は薄板状のばね構造であって、加圧力の押圧方向に
対して可撓性を有する。このとき、モータ加圧力による接触面ｆｓの法線方向の変形量は
主に接触面ｆｓの周辺部分の厚さによって決定される。
【００１９】
　図４において、突起を形成する素材の体積は、合計すると元の板材からパンチで抜かれ
た部分の体積Ｖｔに等しい。このとき、先端部のばね定数を高くするためには、先端部の
肉厚を厚くする必要があるから、側壁の内面をしごきながら押し出す工夫がなされている
。これによって、側壁を薄肉化し、より多くの肉、つまり素材を先端部に流している。
【００２０】
　また、突起の高さについては、上述したように送り運動の振幅を拡大する機能を有する
。突起を高くする必要が生じた場合には、元の部材を厚くして側壁となる素材の体積を十
分に確保すればよい。たとえば本実施の形態では、所定の径方向幅をもつ厚さ２ｍｍの厚
板ステンレスリングを用意し、厚さ方向に絞り加工を施して高さ３ｍｍ以上の突起を形成
している。
【００２１】
　以上より、設計者はモータの仕様から突起の寸法を決めて、それから突起をプレス加工
で製作するために必要な部材の厚さを選択すればよい。
【００２２】
　次に、振動部材同士の接合について説明する。上述したように、振動部３は２つの振動
部材２を有し、突起のある面と反対の面がそれぞれ対向するように重ねられている。境界
部は、広範囲で接合可能であり、かつ内部減衰が少ないほど、振動型駆動装置は高性能に
なることから、２つの振動部材を固相接合させている。
【００２３】
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　本構造は、同一形状の部品を重ねたので、接合部の位置が振動部の曲げ振動の中立面と
略一致している。これにより、界面での歪を小さく抑え、内部減衰の増加を防ぐ構造にな
っている。したがって、接合方法は必ずしも固相接合だけでなく、用途に合わせてより安
価な、ろう接などの液相接合や接着剤などを用いた化学的接合でも、著しく振動特性を損
なうことなく振動体として用いることが可能である。
【００２４】
　前述したように、突起の高さから選択可能な振動部の厚さの範囲が限られるので、振動
体の振動部を厚くしたい場合は、図５のように厚みを調整するための中間リング８を追加
することもできる。しかしこのとき、中間に介挿するリングの厚さの１／２の距離だけ、
接合部が振動中立面から外れた位置になるので、接合部の歪が増加して振動特性に悪影響
を及ぼす可能性がある。したがって、振動部の厚さが、例えば１ｍｍ以上５ｍｍ以下であ
る振動体においては、中間リングの厚さは振動部材の１／２以下にするのが好ましく、こ
の範囲であれば著しく振動特性を損なうことなく振動体として用いることが可能である。
【００２５】
　逆に振動体の振動部の厚さを減らしたい場合は、突起４を成形した後に、振動部材の接
合側の面を平面研削盤で一様に削り落して、厚さ調整すればよい。
【００２６】
　２個の振動部材の重ね方について説明する。第１の振動部材２ａは、第１の突起４ａ、
及び第１の突起４ａに隣接する第３の突起４ｃを含む、複数の突起４を有する。また、第
２の振動部材２ｂは、第２の突起４ｂ、第２の突起４ｂに隣接する突起４ｄを含む複数の
突起４を有する。複数の突起４は、それぞれ中空構造であり、第１の突起４ａ、及び第３
の突起４ｃは、第１の方向成分（＋Ｚ方向）を有する方向に突出した壁部と、各突起の先
端にある接触部を有する。また、第２の突起４ｂ及び第４の突起４ｄは、第１の方向成分
と反対方向の第２の方向成分（－Ｚ方向）を有する方向に突出した壁部と、各突起の先端
にある接触部を有する。
【００２７】
　振動部材２において、突起位置とそれ以外の位置を比べると、駆動に用いる曲げ振動に
対する曲げ剛性に差がある。よって、第１及び第２の振動部材２ａ及び２ｂを重ねるとき
に、突起位置を合わせて重ねると、駆動方向の剛性むらがより表れやすい。したがって、
例えば図６のように、第１の振動部材２ａと第２の振動部材２ｂとで、突起４の位置を第
１及び第２の方向成分に垂直な方向（図中θ方向）に相対的にずらすことで、振動部の剛
性を平均化することができる。
【００２８】
　具体的な構成を、図６を用いて説明する。第２の突起４ｂの中心が、第１の方向成分に
垂直な方向（図中θ方向）において、第１の突起４ａの中心と第３の突起４ｃの中心との
間にある。この場合、前記第１の突起４ａの壁部の一部と、前記第２の突起４ｂの壁部の
一部が重なり、また、前記第２の突起４ｂの壁部の一部と、前記第３の突起４ｃの壁部の
一部が重なる。これにより、振動部の駆動方向の剛性の不均一化を低減することができる
。そのため、振動部３に所望の振幅の振動をむらなく起こすことができる。
【００２９】
　第２の突起４ｂが、θ方向において、第１の突起４ａと第３の突起４ｃの間にあっても
よいし、図６のように、第２の突起４ｂと、第１の突起４ａ及び第３の突起４ｃとが、θ
方向において重なる位置にあっても良い。なお、振動部材のプレス加工工程で成形可能な
方法で、剛性むらを改善することも可能である。例えば、振動部材の剛性の高い部分に図
７のような切り欠き形状７や設計で効果を確認した抜き形状などを追加すればよいので、
簡単な振動部材の設計と安価な工程変更で対策を講じることが可能である。
【００３０】
　また一方で、図６及び７に示すように、第１の振動部材２ａの有する突起４と、第２の
振動部材２ｂの有する突起４は、加圧方向（第１の面に対して垂直な方向であり、図６及
び図７中、＋Ｚ方向または－Ｚ方向）において重なっている部分がある。この場合、振動
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部３における、加圧力に対する変位を小さくすることができ、より滑らかな接触を実現す
ることが可能となる。
【００３１】
　図７では、加圧方向において、第１の突起４ａの壁部の位置と第２の突起４ｂの壁部の
位置が一致し、また、第３の突起４ｃと第４の突起４ｄの位置が一致しており、この部分
の剛性を高めることができる。したがって、振動部３に作用する加圧力をこの部分で受け
ることにより、振動体１と被駆動体との加圧接触を良好なものとすることができ、耐久性
を向上することができる。
【００３２】
　本実施の形態において、振動体の突起はプレス加工によって成形されるため、安価な振
動体を用いたローコスト振動型駆動装置を提供することが可能となる。また、振動部材を
積層して振動体を構成するから、静剛性が高く高トルク化に必要な駆動力を摩擦面から接
触体に伝達することができる。
【００３３】
　以上より、同形状の安価な振動部材を２枚接合して、両面に突起をもつ複雑な形状の振
動体を安価に提供することが可能である。これにより、高出力かつ高耐久であるローコス
ト振動型駆動装置を実現できる。
【００３４】
　本実施の形態では、振動部３及び圧電素子６が環状の例について説明したが、本願発明
はこれに限定されず、例えば、図８、図９に示すように、矩形状であっても良い。
【００３５】
　（第二の実施の形態）
　図１０は、本発明の第二の実施の形態の振動体の断面図である。おもな構成は図１と同
じである。この実施形態では、二つの振動部材の間に、支持部材である薄板状の支持板５
を介挿することで、振動体から支持部となるフランジ部が径方向に延出している点で第一
の実施の形態と異なる。
【００３６】
　支持板５は、プレス加工で打ち抜かれた円形平板を絞って円筒部を設けている。この支
持板５と振動部材を重ねて接合するので、振動部の厚さは振動部材２枚と支持板の厚さを
足したものになる。
【００３７】
　なお、支持板は、接合前の段階で予めプレス加工の打ち抜き加工や曲げ加工などで自由
な形状にすることができる。そのため、支持部形状によって振動体の固定方法のバリエー
ションを増やすことが可能である。もちろん、振動体から延出するフランジは内径側でも
外径側でも構わない。
【００３８】
　第一の実施の形態では振動体が支持構造を持たないため、実際に振動型駆動装置として
搭載するには、振動体の側面に支持構造を溶接などして取り付ける必要があった。溶接部
の信頼性や取り付け精度が低く、また周方向に剛性のむらが生じやすいという問題があっ
た。本実施の形態のように円形平板を振動部材で挟み込み上下面を同時に接合させること
によって、実施の形態１で得られる効果に加え、溶接での課題を解決することができる。
【００３９】
　また、支持板とする板材を簡単なプレス加工で打ち抜いた安価な部品であるから、振動
体のコストへの影響は少ない。接合方法は、第一の実施形態と同じように固相接合が好ま
しいが、用途に合わせてより安価な、ろう接などの液相接合や接着剤などを用いた化学的
接合でも、著しく振動特性を損なうことなく振動体として用いることが可能である。
【００４０】
　支持板５の厚さについて説明する。振動型駆動装置の支持構造に求められる機能は、軸
方向のモータ加圧力を受けて振動体を支持することと発生トルクに対するねじり剛性が高
いことである。
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【００４１】
　まず、軸剛性については、本実施の形態におけるモータ加圧力は、図１０の上下両面か
ら軸方向逆向きの力がそれぞれ、振動部に作用する。そのため、支持板５は同程度のモー
タ加圧力を一方の面から受ける振動体の支持ほど軸剛性を必要としない。むしろ薄板であ
ることが好ましく、それは上下面からのモータ加圧力に差が生じた場合に、加圧差をキャ
ンセルすべく支持部が弾性変形しやすいからである。
【００４２】
　また、ねじり剛性については、支持板の径の大きさや図１０の円筒部の長さＨが支配的
であって相対的に板厚の影響は小さくなる。そのため、本実施の形態のような曲げ加工を
施した板金でも十分なねじり剛性を得ることができる。
【００４３】
　さらに本実施の形態では、中間に介挿する支持板の厚さの１／２の距離だけ、接合部が
振動中立面から外れた位置になるので、接合部の歪が増加して振動特性に悪影響を及ぼす
可能性がある。
【００４４】
　以上の観点から、振動部の厚さが、例えば１ｍｍ以上５ｍｍ以下である振動体において
は、支持板の厚さは振動部材の１／２以下にするのが好ましく、この範囲であれば著しく
振動特性を損なうことなく振動体として用いることが可能である。
【００４５】
　（第三の実施の形態）
　本実施の形態では、振動型駆動装置の例について図１１乃至図１４を用いて説明する。
以下の図１１乃至図１４を用いて説明する装置において、振動型駆動装置としては、例え
ば第一の実施の形態または第二で説明した振動体を有する振動型駆動装置を用いることが
できる。
【００４６】
　図１１は、振動型駆動装置を搭載するロボットの斜視図であって、産業用ロボットの一
種である水平多関節ロボット１０を一例として示している。
【００４７】
　振動型駆動装置は、図１１において、アーム関節部１１やハンド部１２に内蔵される。
アーム関節部１１は、アーム２０の間に設けられ、前記アームに接続される。ハンド部１
２は、把持部２１、及び把持部２１とアーム２０との間に設けられるハンド関節部２２を
有し、ハンド関節部２２は、前記把持部２１及びアーム２０に接続される。アーム関節部
やハンド関節部に振動型駆動装置を用いることができる。一般に、ロボットのアーム関節
部の曲げやハンド部の把持動作には、低回転数かつ高トルクのモータ出力が求められるた
め振動型駆動装置が好適である。
【００４８】
　図１２は、振動型駆動装置を搭載するカラー画像形成装置の内部構成を示す側断面図で
あって、４つの画像形成手段Ｐａ，Ｐｂ，Ｐｃ，Ｐｄが設けられる画像処理装置２００を
一例として示している。
【００４９】
　各画像形成手段Ｐａ～Ｐｄは実質的に同一の構成を有し、回転駆動される像担持体であ
る感光体ドラム２０１ａ，２０１ｂ，２０１ｃ，２０１ｄを有している。
【００５０】
　各感光体ドラム２０１ａ～２０１ｄの周辺には、各感光体ドラム２０１ａ～２０１ｄを
それぞれ一様に帯電する帯電器２０２ａ，２０２ｂ，２０２ｃ，２０２ｄが設けられてい
る。感光体ドラム２０１ａ～２０１ｄの周辺には、現像器２０３ａ～２０３ｄ、帯電器２
０４ａ～２０４ｄ、クリーニング器２０５ａ～２０５ｄが感光体ドラム２０１ａ～２０１
ｄの回転方向に順次配設されている。
【００５１】
　現像器２０３ａ，２０３ｂ，２０３ｃ，２０３ｄは、感光体ドラム２０１ａ～２０１ｄ
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０４ｂ，２０４ｃ，２０４ｄは、現像された顕画像を転写材２３０へ転写するように構成
されている。また、クリーニング器２０５ａ，２０５ｂ，２０５ｃ，２０５ｄは、感光体
ドラム２０１ａ～２０１ｄ上に残存するトナーを除去するよう構成されている。また、各
感光体ドラム２０１ａ～２０１ｄの上方には、露光装置２０６ａ，２０６ｂ，２０６ｃ，
２０６ｄが設けられている。
【００５２】
　また、搬送ベルト２２５は、駆動ローラ２２３によって図１２に示す矢印Ａ方向に駆動
され、給送手段２１０を通じて送給される転写材２３０を担持し、各画像形成手段Ｐａ～
Ｐｄへと順次搬送する搬送手段を構成している。
【００５３】
　振動型駆動装置は、本図において、感光体ドラム２０１ａ～２０１ｄを回転させるため
の駆動モータとして用いられる。また、搬送ベルト２２５を駆動するための駆動ローラ２
２３を回転させるための駆動モータとしても振動型駆動装置が用いられている。
【００５４】
　図１３は、感光体ドラム駆動用として振動型駆動装置を搭載するときの構成である。感
光体ドラム１５の駆動軸１４に振動型駆動装置１３をダイレクトに接続することができる
。これにより、従来必要であったギア等の減速手段を用いなくても済むために、色ずれの
低減が実現でき、印刷品位を向上させることができる。
【００５５】
　図１４は、搬送ベルト駆動用として振動型駆動装置を搭載するときの構成である。図１
４において、駆動ローラ１７の駆動軸１４に振動型駆動装置１３をダイレクトに接続する
ことができる。これにより、搬送ベルト１６の駆動においても感光体ドラムと同じように
印刷品位を向上させることが可能となっている。
【００５６】
　図１５（ａ）、図１５（ｂ）に振動型駆動装置を搭載した、例えば、監視カメラ等の撮
像装置の雲台の側面図及び正面図を示した。ステージ６１に撮像装置である監視用カメラ
６０が据え付けられ、ステージ６１は、雲台本体６３に設けられた回転台６２によって回
転可能に支持される。回転台６２は、雲台本体６３と回転台６２との間に設けられた振動
型駆動装置６４により回転軸回りに回転可能に構成されている。よって、振動型駆動装置
６４により回転台６２を回転させることで、監視用カメラ６０の撮影方向を水平方向へ変
更することができる。
【００５７】
　ここで用いた振動型駆動装置は、本願実施の形態１または２で示した振動型駆動装置を
用いることができる。これにより、図１５に示すように、本願実施の形態で示した駆動装
置を用いることで、薄型の駆動装置を用いることができ、また、ダイレクト駆動が可能と
なるためギア減速機が必要なくなる。したがって、回転台６２を小型化することができる
。
【符号の説明】
【００５８】
　１　振動体
　２　振動部材
　３　振動部
　４　突起
　６　圧電素子
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